
自治条例制定研究懇話会 

2007.4.14 13：30～ 

                                                   東部公民館集会室 

【議会・行政の責務等研究グループ】 

Ⅰ．今回の討議内容 

 ○前回に引き続き、「自治条例の必要性」を主テーマに意見交換 

 

Ⅱ．各委員からの意見・要旨 

２－１・住民の代表による議会であるが、間接民主主義（議会制民主主義）の限界を感じる。今後、住民

の関わり方を変える意味でも、民意を直接取り入れる制度（住民投票制度など）が必要である。 

２－M１・一概に「緑」と言っても、その内容は多様で広範である。市有地、民有地、生産性のある緑、宅地

内の緑・・・それぞれの範囲、捉え方を分けて考えていく必要があるのではないか。 

・北本の緑を管轄している行政組織というのはどのようになっているのか。 

→田畑の関係は農業委員会、公園たとえば桜公園、運動公園、街区公園などは都市計画課で

す、一部で指定管理者の管理もありますが、総合的には都市計画課が担当です。公園の中には

公有地ばかりでなく交通安全子供広場のように民有地を借り上げている部分もあります。雑木林や

山林は、市が借りているもの以外は、それぞれの所有者が管理をしており市が管理することはあり

ません。 

２－M２・行政が緑を守ることに限界を感じる。民有地の緑を残していくための対策として、税制面での優遇、

補助金等、財政面の支援も必要ではないか。特に雑木林の減少が顕著である。 

→保護地区（税と同額補助）として指定する。あるいは、市民緑地制度（相続税免除）などもある。 

・緑の管理といった意味では、雑木林などは都市計画課の公園緑地担当が管理をしていて、緑の

マスタープランも同じ担当で管轄している。私も都市計画課に行って調べてみたが、公共用地の

緑は当然市が管理をしている。民有地でも雑木林などでは公共が何らかの形で緑を守ろうという

仕掛けがある。それは、昭和５４年に緑地保全要綱が出来て、それによって行っているもので南小

学校の西側の雑木林は西後保護地区といって持ち主は個人であるが、市が固定資産税と同額を

負担して緑を保護している。もう一つは、市街化調整区域ではあるが高尾阿弥陀堂保護地区があ

る。このほかに、平成１４年の中央緑地保護要綱による高崎線沿線の長さ１．５ｋｍ、幅２０ｍの雑

木林を保護している。 

       また、雑木林全体の面積がどう変わっているのかについては、どこの課も把握していないのが現

状のようである。 

     （委員より、環境審議会での緑の面積についての資料提出あり） 

２－M３・緑については,市有地の緑のように公の緑と、民有地の緑に大別され、民有地の緑は田畑のよう

な生産緑地と、宅地内の緑のようにいくつかに分けられると考える。そしてそれぞれの緑について

保全の方法も異なるであろうし,管轄する行政組織も異なっていると考える。 

      「緑に囲まれた健康な文化都市」にうたわれる緑を、公共の緑のみで維持しようというのは財政

的にも無理であって、緑の保全には民有地の緑を対象に考えなければならないであろう。 

     ・宅地の緑を増やすための方策として「宅地の最低開発面積を現在より大きく、例えば３３０㎡にす



る条例を作るべきだ」という提案を市民がする場合を想定して,条例に盛り込む内容を考えてみた。 

      注１） 現在の北本市の条例では、市街化調整区域についての最低敷地面積は２００㎡、宅地に関しての条例はなく

指導要綱として１１０㎡である。 

      従来はこのような市民の提案は、行政や議員に対する陳情という形をとらざるを得なかったし、こ

の提案に対する審議や回答の形式は決まってはいなかったと思える。 

      住民自治条例は、このような提案に対する審議と回答を担保しようとするものであると考えるが、

具体的な条項としては, 

      「市民からの提案があった場合は、提案を受けた行政か議会は一定期間内にこれを審議し、結

果と結果に至った理由を開示しなければならない」といった内容が必要であると思える。 

      この場合、提案する先は行政なのか、議会なのかについては、まだ判断がつかない。反面、誰の

提案でも無制限に受けることは出来ないであろうから、審査を行う「住民による機関」が必要と考え

る。 

    ・住民による審査機関については、手持ちの資料に「○○町住民基本条例（ひながた）」というのが

あって、その中では地域審議会という名前で出ている。 

２－２・民意を直接取り入れる方法として、市民が行政、議会に対し直接提案できる制度を条例中に設け

てはどうか。例えば、市民委員会を組織して、「行政・議会は、市民委員会より提案を受けた場合、

○日以内に検討のうえ回答しなければならない。」と規定するなど。（住民による直接請求権との

兼合いを研究することが必要） 

２－３・市民が組織する団体により直接、行政や議会に対し政策提案や要望をする場合、気を付けなけ

ればいけないことは、そこで相反する意見があっても市民同士が話し合い、自ら合意形成し提案す

ること。そうでないと、それぞれが陳情・要望しているだけになってしまう。 

２－４・市民や議会からの意見を可能な限り取り入れるため、条例作成途中での中間報告やフィードバッ

クされた意見の反映が必要と考える。特に、市議会議員の本条例に対する考え方（見解）につい

て、聞く機会を設定することも、今後必要ではないか。 

    ・条例を作ったとしても、成立させるためには市議会を通さなければならないのであるから、われわ

れの作業について早い時期に議会側に説明する機会をつくる必要がある。また、場合によっては

議員を懇話会に加えることも考えてよいのではないか。 

２－５・緑を守ること一つにしても、行政の守備範囲、市民の役割も明確でない。自治条例は、そのための

ルールづくりではないか。 

２－６・「民意」とは何か、どう把握するかのルールづくりが大切である。 

２－７・議会の責務・役割を条例中に明確にしておく必要がある。また、市民による議会のチェック機能の

強化が必要である。 

２－８・この条例を作ったからといって、すぐ何か変わるのかと言えば、何も変わらない。その後が大事なの

ではないかと思う。 

２－９・これからの行政は、単に情報を公開すればいいということではいけない。市民に対し積極的に、か

つ分かり易く説明し、公開することが大切である。 

２－１０・市で策定されている計画は、内容は素晴らしいが、財源の裏づけがないことから、実際は実行に

移されていないケースが多々みられる。自治条例では、計画策定の段階、予算編成等の各段階

において、市民が参加（参画）できるルールづくりが重要である。 


